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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を収容する収容室を備え、所定の複数枚の前記基板を１ロットとして複数の前記ロ
ットに含まれる前記基板に対して所定の処理を前記収容室において実行し、所定回数の前
記基板に対する処理の後に前記収容室内の洗浄処理を実行する基板処理システムの洗浄方
法であって、
　前記収容室内の洗浄処理を実行するタイミングを設定するための前記基板に対する処理
の実行回数を予め設定する回数設定ステップと、
　前記複数のロットのロット毎に、各ロットに含まれる基板に対して実行される処理の種
類及び該処理に適した前記収容室内の洗浄処理の種類を予め設定する処理設定ステップと
、
　前記複数のロットのうち連続する２つのロットにおいて、前のロットの基板に対して実
行される処理の種類と、後のロットの基板に対して実行される処理の種類とが同じか否か
を判別する種類判別ステップと、
　前記前のロットの基板に対して実行される処理の種類と前記後のロットの基板に対して
実行される処理の種類とが同じ場合に、前記前のロットの基板に対する処理の実行回数と
前記後のロットの基板に対する処理の実行回数を累計する回数累計ステップと、
　前記累計された実行回数が前記予め設定された実行回数に到達したときに、その直前に
処理された基板を含むロットに対して前記処理設定ステップで設定された洗浄処理を前記
収容室内に対して実行する洗浄処理実行ステップとを有することを特徴とする基板処理シ
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ステムの洗浄方法。
【請求項２】
　前記回数累計ステップでは、前記前のロットの基板に対する処理の終了時間と前記後の
ロットの基板に対する処理の開始時間との間の時間的間隔が所定時間以内である場合にの
み、前記前のロットの基板に対する処理の実行回数と前記後のロットの基板に対する処理
の実行回数とを累計することを特徴とする請求項１記載の基板処理システムの洗浄方法。
【請求項３】
　前記種類判別ステップでは、前記前のロットの基板に対する処理の名称と前記後のロッ
トの基板に対する処理の名称とに基づいて、前記前のロットの基板に対する処理の種類と
前記後のロットの基板に対する処理の種類とが同じか否かを判別することを特徴とする請
求項１又は２記載の基板処理システムの洗浄方法。
【請求項４】
　基板を収容する収容室を備え、所定の複数枚の前記基板を１ロットとして複数の前記ロ
ットに含まれる前記基板に対して所定の処理を前記収容室において実行し、所定回数の前
記基板に対する処理の後に前記収容室内の洗浄処理を実行する基板処理システムの洗浄方
法をコンピュータに実行させるプログラムを格納するコンピュータで読み取り可能な記憶
媒体であって、
　前記基板処理システムの洗浄方法は、
　前記収容室内の洗浄処理を実行するタイミングを設定するための前記基板に対する処理
の実行回数を予め設定する回数設定ステップと、
　前記複数のロットのロット毎に、各ロットに含まれる基板に対して実行される処理の種
類及び該処理に適した前記収容室内の洗浄処理の種類を予め設定する処理設定ステップと
、
　前記複数のロットのうち連続する２つのロットにおいて、前のロットの基板に対して実
行される処理の種類と、後のロットの基板に対して実行される処理の種類とが同じか否か
を判別する種類判別ステップと、
　前記前のロットの基板に対して実行される処理の種類と前記後のロットの基板に対して
実行される処理の種類とが同じ場合に、前記前のロットの基板に対する処理の実行回数と
前記後のロットの基板に対する処理の実行回数を累計する回数累計ステップと、
　前記累計された実行回数が前記予め設定された実行回数に到達したときに、その直前に
処理された基板を含むロットに対して前記処理設定ステップで設定された洗浄処理を前記
収容室内に対して実行する洗浄処理実行ステップとを有することを特徴とする記憶媒体。
【請求項５】
　基板を収容する収容室と、制御部とを備え、所定の複数枚の前記基板を１ロットとして
複数の前記ロットに含まれる前記基板に対して所定の処理を前記収容室において実行し、
所定回数の前記基板に対する処理の後に前記収容室内の洗浄処理を実行する基板処理シス
テムであって、
　前記制御部は、
　前記収容室内の洗浄処理を実行するタイミングを設定するための前記基板に対する処理
の実行回数を予め設定し、
　前記複数のロットのロット毎に、各ロットに含まれる基板に対して実行される処理の種
類及び該処理に適した前記収容室内の洗浄処理の種類を予め設定し、
　前記複数のロットのうち連続する２つのロットにおいて、前のロットの基板に対して実
行される処理の種類と、後のロットの基板に対して実行される処理の種類とが同じか否か
を判別し、
　前記前のロットの基板に対して実行される処理の種類と前記後のロットの基板に対して
実行される処理の種類とが同じ場合に、前記前のロットの基板に対する処理の実行回数と
前記後のロットの基板に対する処理の実行回数を累計し、
　前記累計された実行回数が前記予め設定された実行回数に到達したときに、その直前に
処理された基板を含むロットに対して前記設定された洗浄処理を前記収容室内に対して実
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行することを特徴とする基板処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板処理システムの洗浄方法、記憶媒体及び基板処理システムに関し、特に
、複数のロットの基板に所定の処理を施す基板処理システムの洗浄方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　基板処理システムは基板としてのウエハを収容するチャンバを有し、該チャンバ内にプ
ラズマを発生させてウエハにプラズマ処理、例えば、エッチング処理やＣＶＤ処理を施す
。該チャンバでは枚葉で複数のウエハに連続的にプラズマ処理が施されるが、その間にチ
ャンバ内の構成部品の表面等にプラズマ処理において発生した反応生成物やチャンバ内を
浮遊するパーティクルが付着する。そこで、基板処理システムでは定期的にチャンバ内に
洗浄処理を施す。
【０００３】
　チャンバ内の洗浄処理としては、該チャンバ内にクリーニングガスを導入し、該クリー
ニングガスからプラズマを発生させ、該プラズマによって付着したパーティクル等をエッ
チングする処理が知られている（例えば、特許文献１参照。）。また、クリーニングガス
からプラズマを発生させる際にもチャンバ内にウエハが収容される。
【０００４】
　通常、基板処理システムでは２５枚のウエハによって１ロットが構成され、基板処理シ
ステムは、該基板処理システムの動作を規定するプログラムに従って１ロットに含まれる
各ウエハに該ウエハから半導体デバイス等の製品を製造するためのプラズマ処理（以下、
「製品処理」という。）を施す。ここで、基板処理システムは、複数、例えば２つのチャ
ンバを備えるので、１ロットでは各チャンバにおいて６～７枚のウエハに製品処理が施さ
れる。また、同一ロットでは各ウエハに同じ製品処理が施される。
【０００５】
　処理の効率化の観点から複数のウエハの製品処理と洗浄処理を連続して実行することが
求められており、これに対応して本発明者等は１ロット分のウエハに関して製品処理と洗
浄処理を連続して該基板処理システムに実行させる第１のプログラムを開発した。該第１
のプログラムでは各チャンバにおいて６～７枚のウエハに製品処理を施す際、少なくとも
１回は洗浄処理が実行される。
【０００６】
　ところでチャンバ内の構成部品の表面等へのパーティクルの付着量は製品処理の内容（
処理ガスの種類や圧力等）によって異なるため、１ロットにおける各チャンバへの割り当
て枚数である６～７枚のウエハに製品処理を施してもパーティクルの付着量が少なく、各
チャンバが洗浄処理を必要としない場合がある。このような場合において上記第１のプロ
グラムを用いると、１ロットにおいて各チャンバでは少なくとも１回は洗浄処理が実行さ
れるため、ウエハの処理効率、すなわち、半導体デバイスの製造効率が低下する。
【０００７】
　そこで、本発明者等は、洗浄処理を行うことなく１ロットにおける各チャンバへの割り
当て枚数以上のウエハに製品処理を連続して施すための第２のプログラムを開発した。該
第２のプログラムは、基板処理システムに各チャンバにおける製品処理の実行回数をロッ
トが変わっても累計させ、該実行回数が予め設定された回数を超えると各チャンバにおい
て洗浄処理を実行させる。これにより、パーティクルの付着量が少ない製品処理が各ウエ
ハに施される場合、複数のロットに亘って連続的に各ウエハへ製品処理を施した後、洗浄
処理を実行することができる。すなわち、パーティクルの付着量が或る量に達して洗浄処
理が必要となるタイミングで各チャンバを洗浄することができる。
【０００８】
　この第２のプログラムでは各チャンバに対して予め１種類の洗浄処理のみが設定可能で
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あり、また、各ロットのウエハに施される製品処理の内容に拘わらず、製品処理の実行回
数が累計される。
【特許文献１】特開平８－１７６８２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、複数のロットのウエハの処理において各ロットのウエハに施される製品
処理の種類が異なる場合がある。この場合、チャンバに対して予め設定された種類の洗浄
処理が該洗浄処理の実行直前の製品処理に適したものでないとき、例えば、製品処理にお
いて発生する反応生成物がＣＦ系であるにも拘わらず、実行される洗浄処理が樹脂系の付
着物の除去に適したものであるようなとき、チャンバを適切に洗浄できないという問題が
ある。
【００１０】
　また、チャンバに対して予め設定された種類の洗浄処理が、該洗浄処理の実行直前の製
品処理に適したものであっても、以前のロットのウエハに施される製品処理の種類が上記
洗浄処理の実行直前の製品処理の種類と異なる場合がある。この場合、予め設定された種
類の洗浄処理が適する製品処理が洗浄処理の実行までに実行される回数は予め設定された
回数に満たないので、不適切な条件（パーティクルの付着量が少ない、若しくは多い状態
）で洗浄処理が実行されるという問題がある。
【００１１】
　本発明の目的は、適切な条件の下で収容室を適切に洗浄することができる基板処理シス
テムの洗浄方法、記憶媒体及び基板処理システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の基板処理システムの洗浄方法は、基板を収
容する収容室を備え、所定の複数枚の前記基板を１ロットとして複数の前記ロットに含ま
れる前記基板に対して所定の処理を前記収容室において実行し、所定回数の前記基板に対
する処理の後に前記収容室内の洗浄処理を実行する基板処理システムの洗浄方法であって
、前記収容室内の洗浄処理を実行するタイミングを設定するための前記基板に対する処理
の実行回数を予め設定する回数設定ステップと、前記複数のロットのロット毎に、各ロッ
トに含まれる基板に対して実行される処理の種類及び該処理に適した前記収容室内の洗浄
処理の種類を予め設定する処理設定ステップと、前記複数のロットのうち連続する２つの
ロットにおいて、前のロットの基板に対して実行される処理の種類と、後のロットの基板
に対して実行される処理の種類とが同じか否かを判別する種類判別ステップと、前記前の
ロットの基板に対して実行される処理の種類と前記後のロットの基板に対して実行される
処理の種類とが同じ場合に、前記前のロットの基板に対する処理の実行回数と前記後のロ
ットの基板に対する処理の実行回数を累計する回数累計ステップと、前記累計された実行
回数が前記予め設定された実行回数に到達したときに、その直前に処理された基板を含む
ロットに対して前記処理設定ステップで設定された洗浄処理を前記収容室内に対して実行
する洗浄処理実行ステップとを有することを特徴とする。
【００１３】
　請求項２記載の基板処理システムの洗浄方法は、請求項１記載の洗浄方法において、前
記回数累計ステップでは、前記前のロットの基板に対する処理の終了時間と前記後のロッ
トの基板に対する処理の開始時間との間の時間的間隔が所定時間以内である場合にのみ、
前記前のロットの基板に対する処理の実行回数と前記後のロットの基板に対する処理の実
行回数とを累計することを特徴とする。
【００１４】
　請求項３記載の基板処理システムの洗浄方法は、請求項１又は２記載の洗浄方法におい
て、前記種類判別ステップでは、前記前のロットの基板に対する処理の名称と前記後のロ
ットの基板に対する処理の名称とに基づいて、前記前のロットの基板に対する処理の種類
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と前記後のロットの基板に対する処理の種類とが同じか否かを判別することを特徴とする
。
【００１６】
　上記目的を達成するために、請求項４記載の記憶媒体は、基板を収容する収容室を備え
、所定の複数枚の前記基板を１ロットとして複数の前記ロットに含まれる前記基板に対し
て所定の処理を前記収容室において実行し、所定回数の前記基板に対する処理の後に前記
収容室内の洗浄処理を実行する基板処理システムの洗浄方法をコンピュータに実行させる
プログラムを格納するコンピュータで読み取り可能な記憶媒体であって、前記基板処理シ
ステムの洗浄方法は、前記収容室内の洗浄処理を実行するタイミングを設定するための前
記基板に対する処理の実行回数を予め設定する回数設定ステップと、前記複数のロットの
ロット毎に、各ロットに含まれる基板に対して実行される処理の種類及び該処理に適した
前記収容室内の洗浄処理の種類を予め設定する処理設定ステップと、前記複数のロットの
うち連続する２つのロットにおいて、前のロットの基板に対して実行される処理の種類と
、後のロットの基板に対して実行される処理の種類とが同じか否かを判別する種類判別ス
テップと、前記前のロットの基板に対して実行される処理の種類と前記後のロットの基板
に対して実行される処理の種類とが同じ場合に、前記前のロットの基板に対する処理の実
行回数と前記後のロットの基板に対する処理の実行回数を累計する回数累計ステップと、
前記累計された実行回数が前記予め設定された実行回数に到達したときに、その直前に処
理された基板を含むロットに対して前記処理設定ステップで設定された洗浄処理を前記収
容室内に対して実行する洗浄処理実行ステップとを有することを特徴とする。
【００１７】
　上記目的を達成するために、請求項５記載の基板処理システムは、基板を収容する収容
室と、制御部とを備え、所定の複数枚の前記基板を１ロットとして複数の前記ロットに含
まれる前記基板に対して所定の処理を前記収容室において実行し、所定回数の前記基板に
対する処理の後に前記収容室内の洗浄処理を実行する基板処理システムであって、前記制
御部は、前記収容室内の洗浄処理を実行するタイミングを設定するための前記基板に対す
る処理の実行回数を予め設定し、前記複数のロットのロット毎に、各ロットに含まれる基
板に対して実行される処理の種類及び該処理に適した前記収容室内の洗浄処理の種類を予
め設定し、前記複数のロットのうち連続する２つのロットにおいて、前のロットの基板に
対して実行される処理の種類と、後のロットの基板に対して実行される処理の種類とが同
じか否かを判別し、前記前のロットの基板に対して実行される処理の種類と前記後のロッ
トの基板に対して実行される処理の種類とが同じ場合に、前記前のロットの基板に対する
処理の実行回数と前記後のロットの基板に対する処理の実行回数を累計し、前記累計され
た実行回数が前記予め設定された実行回数に到達したときに、その直前に処理された基板
を含むロットに対して前記設定された洗浄処理を前記収容室内に対して実行することを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１記載の基板処理システムの洗浄方法、請求項４記載の記憶媒体及び請求項５記
載の基板処理システムによれば、所定の複数枚の基板を１ロットとして、直前に所定の処
理が施された基板が含まれるロットに対して設定された種類の洗浄処理が実行される。各
ロットに対して所定の処理の種類及び該所定の処理に適した洗浄処理の種類が設定されて
いるので、実行される洗浄処理は所定の処理に適したものとなる。これにより、収容室を
適切に洗浄することができる。また、連続する２つのロットにおいて、前のロットにおけ
る所定の処理の種類と、後のロットにおける所定の処理の種類とが同じ場合に、当該所定
の処理の実行回数が累計され、累計された所定の処理の実行回数が予め設定された実行回
数に到達したときに、直前に所定の処理が施された基板が含まれるロットに対して設定さ
れた種類の洗浄処理が実行される。すなわち、洗浄処理の実行までに、該洗浄処理が適す
る所定の処理が予め設定された実行回数まで実行されるので、適切な条件の下で収容室を
洗浄することができる。
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【００１９】
　請求項２記載の基板処理システムの洗浄方法によれば、前のロットと後のロットの時間
的間隔が所定時間以内である場合にのみ、所定の処理の実行回数が累計されるので、所定
の処理の実行回数が累計される場合にはチャンバ内の状態がほとんど変化しない。したが
って、より適切な条件の下で収容室を洗浄することができる。
【００２０】
　請求項３記載の基板処理システムの洗浄方法によれば、前のロットにおける所定の処理
の名称及び後のロットにおける所定の処理の名称に基づいて、前のロットにおける所定の
処理の種類と、後のロットにおける所定の処理の種類とが同じか否かが判別されるので、
該判別を容易且つ確実に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００２３】
　まず、本発明の実施の形態に係る基板処理システムについて説明する。
【００２４】
　図１は、本発明の実施の形態に係る基板処理システムの構成を概略的に示す平面図であ
る。
【００２５】
　図１において、基板処理システム１０は、半導体デバイス用のウエハ（以下、単に「ウ
エハ」という。）Ｗに反応性イオンエッチング（以下、「ＲＩＥ」という。）処理等を施
す２つのプロセスシップ１１と、２つのプロセスシップ１１がそれぞれ接続された矩形状
の共通搬送室としてのローダーモジュール１２とを備える。
【００２６】
　ローダーモジュール１２には、上述したプロセスシップ１１の他、１ロットを構成する
２５枚のウエハＷを収容する容器としてのフープ（Front Opening Unified Pod）１３が
それぞれ載置される３つのフープ載置台１４と、フープ１３から搬出されたウエハＷの位
置をプリアライメントするオリエンタ１５とが接続されている。
【００２７】
　２つのプロセスシップ１１は、ローダーモジュール１２の長手方向に沿う側壁に接続さ
れると共にローダーモジュール１２を挟んで３つのフープ載置台１４と対向するように配
置され、オリエンタ１５はローダーモジュール１２の長手方向に関する一端に配置される
。
【００２８】
　ローダーモジュール１２は、内部に配置された、ウエハＷを搬送するスカラ型デュアル
アームタイプの搬送アーム機構１６と、各フープ載置台１４に対応するように側壁に配置
されたウエハＷの投入口としての３つのロードポート１７とを有する。搬送アーム機構１
６は、フープ載置台１４に載置されたフープ１３からウエハＷをロードポート１７経由で
取り出し、該取り出したウエハＷをプロセスシップ１１やオリエンタ１５へ搬出入する。
【００２９】
　プロセスシップ１１は、ウエハＷにＲＩＥ処理を施すプロセスモジュール１８と、該プ
ロセスモジュール１８にウエハＷを受け渡すリンク型シングルピックタイプの搬送アーム
１９を内蔵するロード・ロックモジュール２０とを有する。
【００３０】
　プロセスモジュール１８は、ウエハＷを枚葉で収容し、内部において該ウエハＷにＲＩ
Ｅ処理を施す円筒状のチャンバ２１（収容室）と、該チャンバ２１内に配置された載置台
２２とを有する。プロセスモジュール１８では、載置台２２にウエハＷが載置された後、
チャンバ２１内に処理ガス、例えば、ＣＦ４ガス及びアルゴンガスを含む混合ガスが導入
され、さらに、チャンバ２１内に電界を発生させる。このとき、導入された処理ガスから
プラズマを生じさせ、該プラズマ中のイオン及びラジカルによってウエハＷにＲＩＥ処理
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を施す。
【００３１】
　プロセスシップ１１では、ローダーモジュール１２の内部の圧力は大気圧に維持される
一方、チャンバ２１の内部圧力は真空に維持される。そのため、ロード・ロックモジュー
ル２０は、プロセスモジュール１８との連結部に真空ゲートバルブ２３を備えると共に、
ローダーモジュール１２との連結部に大気ゲートバルブ２４を備える。
【００３２】
　ロード・ロックモジュール２０の内部には、略中央部に搬送アーム１９が設置され、該
搬送アーム１９が、チャンバ２１において、ＲＩＥ未処理のウエハＷとＲＩＥ処理済みの
ウエハＷとの入れ換えを行う。
【００３３】
　さらに、基板処理システム１０は、プロセスシップ１１、ローダーモジュール１２及び
ロード・ロックモジュール２０（以下、まとめて「各構成要素」という。）の動作を制御
するシステムコントローラ２５（制御部）と、オペレーションパネル２６とを備える。
【００３４】
　システムコントローラ２５は、後述するシステムレシピ等を格納するメモリや該システ
ムレシピ等に従ってＲＩＥ処理を実行するＣＰＵ（いずれも図示しない）を有し、システ
ムレシピ等に応じて基板処理システム１０の各構成要素の動作を制御する。また、オペレ
ーションパネル２６は、例えばＬＣＤ（Liquid Crystal Display）からなる表示部を有し
、各構成要素の動作状況を表示する。
【００３５】
　システムコントローラ２５のメモリは、上記システムレシピに加え、さらに下記に説明
する３つの機能にそれぞれ対応した第１～第３の洗浄方法実行プログラムを格納する。
（ロット内クリーニング機能）
　本機能は１ロット分のウエハＷに関し、各チャンバ２１において、ＲＩＥ処理（以下、
「製品処理」という。）（所定の処理）と洗浄処理とを連続して実行する機能である。洗
浄処理とは、チャンバ２１内の構成部品の表面等に付着したパーティクル等をクリーニン
グガスから発生させたプラズマによってエッチングする処理である。
【００３６】
　本機能では、各チャンバ２１において１ロットにおける各チャンバ２１への割り当て枚
数である６～７枚のウエハＷに製品処理を施す際、必ず１回は洗浄処理が実行される。例
えば、図２（Ａ）に示すように、各ロット２７ａ，２７ｂ及び２７ｃにおいて１～６枚目
までのウエハＷには名称「Ａ」の製品処理が施され、７枚目のウエハＷ（図中ハッチング
で示す。）をチャンバ２１へ収容した際に洗浄処理が実行される。なお、本機能では１ロ
ットの間であれば洗浄処理を実行するタイミングを任意に設定することができ、例えば、
４枚目のウエハＷをチャンバ２１へ収容した際に洗浄処理を実行するように設定すること
も可能である。
【００３７】
　本機能は、システムコントローラ２５のＣＰＵが第１の洗浄方法実行プログラムに応じ
て基板処理システム１０の各構成要素の動作を制御することによって実現される。
（プロセスモジュール（ＰＭ）使用回数クリーニング機能）
　本機能は複数のロット分のウエハＷに関し、各チャンバ２１において、製品処理を連続
して実行する機能である。
【００３８】
　本機能では、予め、洗浄処理を実行するまでの製品処理の実行回数を設定し、各チャン
バ２１において複数のロットに亘って連続的にウエハＷに製品処理を施す際、当該チャン
バ２１における製品処理の実行回数をロットが変わっても累計させる。例えば、洗浄処理
を実行するまでの製品処理の実行回数を１６回に設定した場合、図２（Ｂ）に示すように
、ロット２８ａの全ウエハＷ，ロット２８ｂの全ウエハＷ及びロット２８ｃの１枚目及び
２枚目のウエハＷには名称「Ａ」の製品処理が施されるが、このとき、名称「Ａ」の製品
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処理の実行回数は、図中上方に示されるように、ロット２８ａ，ロット２８ｂ及びロット
２８ｃにおいて連続して累計される。
【００３９】
　次いで、名称「Ａ」の製品処理の実行回数が１６回に達した直後のウエハＷをチャンバ
２１へ収容した際に洗浄処理を実行する。なお、本機能では洗浄処理を実行するまでの製
品処理の実行回数を任意に設定することができる。
【００４０】
　本機能で実行される洗浄処理の内容は各チャンバ２１対して予め１種類のみ設定可能で
あり、洗浄処理の実行までに実行された製品処理の種類に拘わらず予め設定された１種類
の洗浄処理が実行される。例えば、図２（Ｃ）に示すように、ロット２８ａの全ウエハＷ
に名称「Ａ」の製品処理を施し、ロット２８ｂの全ウエハＷ及びロット２８ｃの１枚目及
び２枚目のウエハＷに種類「Ｂ」の製品処理を施しても、製品処理の種類に拘わらず製品
処理の実行回数が累積され、該累積された実行回数が１６回に達した直後のウエハＷをチ
ャンバ２１へ収容した際に、予め設定された１種類の洗浄処理が実行される。
【００４１】
　本機能は、システムコントローラ２５のＣＰＵが第２の洗浄方法実行プログラムに応じ
て基板処理システム１０の各構成要素の動作を制御することによって実現される。
（枚数指定クリーニングカウンタ継承機能）
　本機能は、上述したＰＭ使用回数クリーニング機能と同様に、複数のロット分のウエハ
Ｗに関し、各チャンバ２１において製品処理を連続して実行する機能であるが、各ロット
のウエハＷに施される製品処理の種類や連続する２つのロットにおける前のロットと後の
ロットの時間的間隔に応じて洗浄処理が実行されるタイミングが変化する。
【００４２】
　本機能では、予め、洗浄処理を実行するまでの製品処理の実行回数を設定し、各チャン
バ２１において複数のロットに亘って連続的にウエハＷに製品処理を施す際、以下の２つ
の条件を満たす場合に、当該チャンバ２１における製品処理の実行回数をロットが変わっ
ても累計させる。
（条件１）連続する２つのロットにおいて、前のロットと後のロットの時間的間隔が所定
時間以内である場合
（条件２）連続する２つのロットにおいて、前のロットで実行された最後の製品処理の種
類と、後のロットで実行される最初の製品処理の種類とが同じである場合
　本機能では現状が上記条件１や条件２に該当するか否かを判別するために、以下に説明
するロット安定ダミー処理機能を利用する。
【００４３】
　図３（Ａ）～３（Ｃ）はロット安定ダミー処理機能を説明するための図である。
【００４４】
　新たなロットの各ウエハＷに製品処理を施す前に、チャンバ２１内の状態を新たなロッ
トの製品処理に適した状態へ安定させるために、当該新たなロットの１枚目のウエハとし
てダミーウエハを設定し、該ダミーウエハに新たなロットの製品処理（以下、「安定処理
」という。）を施すことが一般に行われている。ここで、前のロットの製品処理と新たな
ロットの製品処理とが同じであれば、チャンバ２１内の状態を変更する必要がない。
【００４５】
　そこで、ロット安定ダミー処理機能では、連続する２つのロットにおいて後のロットに
おける１枚目のウエハとしてダミーウエハが設定されている場合に、前のロットで実行さ
れた最後の製品処理の種類が後のロットで実行される最初の製品処理の種類と同じか否か
を判定し、同じであるときに後のロットにおける１枚目のウエハとしてのダミーウエハを
用いた安定処理を省略する。本機能では、特に、前のロットで実行された最後の製品処理
の名称及び後のロットで実行される最初の製品処理の名称に基づいて前のロットで実行さ
れた最後の製品処理の種類が後のロットで実行される最初の製品処理の種類と同じか否か
が判定される。
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【００４６】
　例えば、図３（Ａ）に示すように、前のロット２９ａにおける最後のウエハＷに名称「
Ａ」の製品処理が施され、且つ後のロット２９ｂにおける最初のウエハＷに名称「Ａ」の
製品処理が施されるときに、製品処理の名称（「Ａ」）が同じであるため、後のロット２
９ｂにおける１枚目のウエハとして設定されたダミーウエハを用いた安定処理を省略する
。一方、図３（Ｃ）に示すように、前のロット２９ａで実行された最後の製品処理の名称
（「Ａ」）が後のロット２９ｂで実行される最初の製品処理の名称（「Ｂ」）と異なると
きにはダミーウエハを用いた安定処理を省略しない。
【００４７】
　また、前のロットの製品処理と後のロットの製品処理とが同じであっても、これら２つ
のロットの時間的間隔が長ければ、チャンバ２１内の状態が変化する虞がある。そこで、
ロット安定ダミー処理機能では、図３（Ｂ）に示すように、前のロット２９ａで実行され
た最後の製品処理の名称（「Ａ」）が後のロット２９ｂで実行される最初の製品処理の名
称（「Ａ」）と同じであっても、前のロット２９ａと後のロット２９ｂとの時間的間隔Ｔ
２が予め設定された所定時間Ｔより長いときにはダミーウエハを用いた安定処理を省略し
ない。
【００４８】
　すなわち、ロット安定ダミー処理機能は、連続する２つのロットにおいて、前のロット
と後のロットの時間的間隔が所定時間以内か否かを判定する工程と、連続する２つのロッ
トにおいて、前のロットで実行された最後の製品処理の種類及び後のロットで実行される
最初の製品処理の種類が同じか否かを判定する工程とを有する。枚数指定クリーニングカ
ウンタ継承機能はこれらの工程を利用する。
【００４９】
　枚数指定クリーニングカウンタ継承機能では、例えば、洗浄処理を実行するまでの製品
処理の実行回数を１６回に設定した場合、連続する３つのロット３０ａ，３０ｂ，３０ｃ
において、図４（Ａ）に示すように、前のロット（３０ａや３０ｂ）で実行された最後の
製品処理の名称（「Ａ」）が後のロット（３０ｂや３０ｃ）で実行される最初の製品処理
の名称（「Ａ」）と同じであり、且つ前のロット（３０ａや３０ｂ）と後のロット（３０
ｂや３０ｃ）との時間的間隔Ｔ１が所定時間Ｔ以内であるとき、ロット３０ａからロット
３０ｃに亘ってチャンバ２１における名称「Ａ」の製品処理の実行回数が、図中上方に示
されるように、累計される（１～１６）。また、このとき、ロット安定ダミー処理機能に
よって後のロット（３０ｂや３０ｃ）において１枚目のウエハとしてのダミーウエハを用
いた安定処理を省略する。
【００５０】
　次いで、名称「Ａ」の製品処理の実行回数が１６回に達した直後のウエハＷをチャンバ
２１へ収容した際に洗浄処理を実行する。なお、本機能でも洗浄処理を実行するまでの製
品処理の実行回数を任意に設定することができる。
【００５１】
　但し、枚数指定クリーニングカウンタ継承機能では、例えば、連続する２つのロット３
０ａ，３１ａにおいて、図４（Ｂ）に示すように、前のロット３０ａで実行された最後の
製品処理の名称（「Ａ」）が後のロット３１ａで実行される最初の製品処理の名称（「Ｂ
」）と異なるとき、前のロット３０ａから後のロット３１ａへチャンバ２１における製品
処理の実行回数が、図中上方に示されるように、累計されず、後のロット３１ａにおいて
、製品処理の実行回数がリセットされて「１」から開始される。その後、以降の連続する
３つのロット３１ａ，３１ｂ，３１ｃにおいて、製品処理の名称が「Ｂ」のままであり、
且つ連続する２つのロットの時間的間隔Ｔ１が所定時間Ｔ以内であるとき、チャンバ２１
における名称「Ｂ」の製品処理の実行回数が、図中上方に示されるように、累計される（
１～１６）。
【００５２】
　また、枚数指定クリーニングカウンタ継承機能では、例えば、連続する２つのロット３
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０ａ，３０ｂにおいて、図４（Ｃ）に示すように、前のロット３０ａと後のロット３０ｂ
との時間的間隔Ｔ２が所定時間より長いときにも、前のロット３０ａから後のロット３０
ｂへチャンバ２１における製品処理の実行回数が、図中上方に示されるように、累計され
ず、後のロット３０ｂにおいて、製品処理の実行回数がリセットされて「１」から開始さ
れる。
【００５３】
　ところで、上述したＰＭ使用回数クリーニング機能では、製品処理の種類に拘わらず、
チャンバ２１に対して予め設定された１種類の洗浄処理が実行されるため、予め設定され
た種類の洗浄処理がチャンバ２１で実行された製品処理に適したものでないとき、チャン
バ２１を適切に洗浄できない。枚数指定クリーニングカウンタ継承機能では、これに対応
して、各ロットに対してチャンバ２１の洗浄処理の種類を設定する。具体的には、各ロッ
トに対して、各チャンバ２１で実行される当該ロットの製品処理の種類（名称）及び洗浄
処理の種類（名称）を記述した、システムレシピが設定される。該システムレシピはシス
テムコントローラ２５のメモリに格納されている。ここで、本実施の形態では、システム
レシピに種類が記述されている或るチャンバ２１の洗浄処理は、同じシステムレシピに種
類が記述されている同じチャンバ２１の洗浄処理に適したものである。
【００５４】
　図５及び６は、枚数指定クリーニングカウンタ継承機能における各ロットに対するチャ
ンバの洗浄処理の設定を説明するための図である。以下、名称「Ｘ」の洗浄処理は名称「
Ａ」の製品処理に適したものであり、名称「Ｙ」の洗浄処理は名称「Ｂ」の製品処理に適
したものであるとする。
【００５５】
　まず、図５に示すように、連続する３つのロット３２ａ，３２ｂ，３２ｃに対してシス
テムレシピ３３ａ，３３ｂ，３３ｃがそれぞれ設定され、全てのシステムレシピ３３ａ～
３３ｃでは、基板処理システム１０における各チャンバ２１（図中において「チャンバＡ
」及び「チャンバＢ」で示す。）で実行される各ロットの製品処理の種類（名称）（図中
において「ＰＲ」で示す。）が「Ａ」に設定されると共に、各ロットの洗浄処理の種類（
名称）（図中において「ＣＲ」で示す。）が「Ｘ」に設定されている場合であって、洗浄
処理を実行するまでの製品処理の実行回数が１６回に設定されている場合、名称「Ａ」の
製品処理の実行回数が１６回に達した直後のウエハＷをチャンバＡへ収容した際に洗浄処
理を実行する。このとき、洗浄処理の実行直前に名称「Ａ」の製品処理が施されたウエハ
Ｗ（１６回目の名称「Ａ」の製品処理が施されたウエハＷ）が含まれるロット３２ｃに対
して設定されたシステムレシピ３３ｃが参照され、該システムレシピ３３ｃに記述された
チャンバＡに対応する名称「Ｘ」の洗浄処理が実行される。
【００５６】
　また、図６に示すように、連続する４つのロット３２ａ，３４ａ，３４ｂ，３４ｃに対
してシステムレシピ３３ａ，３５ａ，３５ｂ，３５ｃがそれぞれ設定され、システムレシ
ピ３３ａでは、基板処理システム１０における各チャンバ２１で実行される各ロットの製
品処理の種類（名称）が「Ａ」に設定されると共に、各ロットの洗浄処理の種類（名称）
が「Ｘ」に設定され、システムレシピ３５ａ～３５ｃでは、基板処理システム１０におけ
る各チャンバ２１で実行される各ロットの製品処理の種類（名称）が「Ｂ」に設定される
と共に、各ロットの洗浄処理の種類（名称）が「Ｙ」に設定されている場合であって、洗
浄処理を実行するまでの製品処理の実行回数が１６回に設定されている場合、名称「Ｂ」
の製品処理の実行回数が１６回に達した直後のウエハＷをチャンバＡへ収容した際に洗浄
処理を実行する。このとき、洗浄処理の実行直前に名称「Ｂ」の製品処理が施されたウエ
ハＷ（１６回目の名称「Ｂ」の製品処理が施されたウエハＷ）が含まれるロット３４ｃに
対して設定されたシステムレシピ３５ｃが参照され、該システムレシピ３５ｃに記述され
たチャンバＡに対応する名称「Ｙ」の洗浄処理が実行される。
【００５７】
　上述した枚数指定クリーニングカウンタ継承機能は、システムコントローラ２５のＣＰ
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Ｕが第３の洗浄方法実行プログラムに応じて基板処理システム１０の各構成要素の動作を
制御することによって実現される。
【００５８】
　次に、本実施の形態に係る基板処理システムの洗浄方法としてのチャンバ洗浄処理につ
いて説明する。　
【００５９】
　図７は、本実施の形態に係る基板処理システムの洗浄方法としてのチャンバ洗浄処理を
示すフローチャートである。本処理は、システムコントローラ２５のＣＰＵが第３の洗浄
方法実行プログラムに基づいて実行する。また、本チャンバ洗浄処理の実行までに、洗浄
処理を実行するタイミングに対応する製品処理の実行回数が予め設定され（回数設定ステ
ップ）、各ロットに対してシステムレシピが設定されている（処理設定ステップ）。
【００６０】
　図７において、まず、累計された製品処理の実行回数が予め設定された製品処理の実行
回数以上であるか否かを判別し（ステップＳ７０１）、累計された製品処理の実行回数が
予め設定された製品処理の実行回数より小さい場合、これから実行される製品処理がロッ
トで実行される最初の製品処理に該当するか否かを判別する（ステップＳ７０２）。
【００６１】
　これから実行される製品処理がロットで実行される最初の製品処理に該当しない場合（
ステップＳ７０２でＮＯ）、製品処理の実行回数を「１」だけ累計する（ステップＳ７０
３）（回数累計ステップ）。
【００６２】
　一方、ステップＳ７０２の判別の結果、これから実行される製品処理がロットで実行さ
れる最初の製品処理に該当する場合（ステップＳ７０２でＹＥＳ）、これから実行される
製品処理が施されるウエハＷを含むロット（以下、「後のロット」という。）及び前のロ
ットの時間的間隔が予め設定された所定時間より長いか否かを判別し（ステップＳ７０４
）、該時間的間隔が所定時間より長い場合（ステップＳ７０４でＹＥＳ）、製品処理の実
行回数を「１」にリセットする（ステップＳ７０５）。
【００６３】
　ステップＳ７０４の判別の結果、上記時間的間隔が所定時間以内である場合、各ロット
に対して設定されたシステムレシピを参照し、前のロットで実行された最後の製品処理の
名称を後のロットで実行される最初の製品処理の名称と比較して前のロットで実行された
最後の製品処理の種類が後のロットで実行される最初の製品処理の種類と同じか否かを判
別する（ステップＳ７０６）（種類判別ステップ）。
【００６４】
　ステップＳ７０６の判別の結果、製品処理の種類が同じである場合（ステップＳ７０６
でＹＥＳ）、製品処理の実行回数を「１」だけ累計し（ステップＳ７０３）（回数累計ス
テップ）、製品処理の種類が異なる場合（ステップＳ７０６でＮＯ）、製品処理の実行回
数を「１」にリセットする（ステップＳ７０５）。
【００６５】
　次いで、後のロットに対して設定されたシステムレシピを参照し、該システムレシピに
記述されたチャンバ２１に対応する製品処理を実行し（ステップＳ７０７）、ステップＳ
７０１へ戻る。
【００６６】
　ステップＳ７０１の判別の結果、累計された製品処理の実行回数が予め設定された製品
処理の実行回数以上である場合、直前に製品処理が施されたウエハＷが含まれるロットに
対して設定されたシステムレシピを参照し（ステップＳ７０８）、該システムレシピに記
述されたチャンバ２１に対応する洗浄処理を実行し（ステップＳ７０９）、本処理を終了
する。
【００６７】
　図７の処理によれば、洗浄処理の実行直前に製品処理が施されたウエハＷが含まれるロ
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ットに対して設定されたシステムレシピが参照され、該システムレシピに記述されたチャ
ンバ２１に対応する洗浄処理が実行される。各ロットに対して製品処理の種類及び該製品
処理に適した洗浄処理の種類を記述したシステムレシピが設定されているので、実行され
る洗浄処理は直前まで実行されていた製品処理に適したものとなる。これにより、チャン
バ２１を適切に洗浄することができる。
【００６８】
　上述した図７の処理では、連続する２つのロットにおいて、前のロット及び後のロット
の時間的間隔が予め設定された所定時間以内であり、且つ前のロットにおける製品処理の
種類と、後のロットにおける製品処理の種類とが同じである場合に、当該製品処理の実行
回数が「１」だけ累計され、さらに、累計された製品処理の実行回数が予め設定された製
品処理の実行回数以上となった場合、直前に製品処理が施されたウエハＷが含まれるロッ
トに対して設定されたシステムレシピが参照され、該システムレシピに記述されたチャン
バ２１に対応する洗浄処理が実行される。すなわち、洗浄処理の実行までに、該洗浄処理
が適する製品処理が予め設定された実行回数まで実行されるので、適切な条件の下でチャ
ンバ２１を洗浄することができる。また、製品処理の実行回数が累計される場合にはチャ
ンバ２１内の状態がほとんど変化しない。したがって、チャンバ２１内の状態が製品処理
の実行によって洗浄処理に適した状態になったまま、すなわち、より適切な条件の下でチ
ャンバ２１を洗浄することができる。
【００６９】
　さらに、上述した図７の処理では、前のロットにおける製品処理の名称及び後のロット
における製品処理の名称に基づいて、前のロットにおける製品処理の種類と、後のロット
における製品処理の種類とが同じか否かが判別されるので、チャンバ２１内の状態を実際
に確認することなく、上記判別を容易且つ確実に行うことができる。
【００７０】
　上述した図７の処理では、前のロットにおける製品処理の種類と、後のロットにおける
製品処理の種類とが同じである場合にのみ、製品処理の実行回数が累計されたが、前のロ
ットにおける製品処理の種類と後のロットにおける製品処理の種類とが類似する場合、す
なわち、前のロットにおける製品処理の内容と後のロットにおける製品処理の内容とが同
一では無いが似ている場合にも、製品処理の実行回数を累計してもよい。前のロットにお
ける製品処理の内容と後のロットにおける製品処理の内容とが似ている場合にもチャンバ
内の状態がさほど変化しないため、製品処理の実行回数を累計して洗浄処理を実行しても
、適切な条件でチャンバ２１を洗浄することができる。したがって、適切な条件を維持し
つつチャンバ２１の洗浄処理の実行条件を緩和することができ、もって、チャンバ２１の
洗浄頻度を低下させることができる。
【００７１】
　また、図７の処理において、洗浄処理の実行後、ウエハＷを用いてチャンバ２１内の状
態を新たな製品処理に適した状態へ安定させるためのシーズニング処理を実行してもよく
、これにより、チャンバ２１内の状態を迅速に安定させることができる。また、このとき
、上述したロット安定ダミー処理機能における製品処理の種類が同じか否かを判定する工
程を利用し、洗浄処理の実行前後における製品処理の種類が同じか否かを判別してもよく
、製品処理の種類が同じである場合には、シーズニング処理を省略してもよい。
【００７２】
　また、本実施の形態でウエハＷに施される製品処理はＲＩＥ処理であったが、施される
製品処理は他のプラズマ処理やプラズマを用いない処理であって、チャンバ２１内におい
て反応生成物やパーティクルを生じさせる処理も該当する。
【００７３】
　なお、上述した本実施の形態では、エッチング処理が施される基板が半導体ウエハＷで
あったが、エッチング処理が施される基板はこれに限られず、例えば、ＬＣＤ（Liquid C
rystal Display）やＦＰＤ（Flat Panel Display）等のガラス基板であってもよい。
【００７４】
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　また、本発明の目的は、上述した本実施の形態の機能を実現するソフトウェアのプログ
ラムを記録した記憶媒体を、コンピュータ（例えば、システムコントローラ２５）に供給
し、コンピュータのＣＰＵが記憶媒体に格納されたプログラムを読み出して実行すること
によっても達成される。
【００７５】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラム自体が上述した本実施の形態の機能を
実現することになり、プログラム及びそのプログラムを記憶した記憶媒体は本発明を構成
することになる。
【００７６】
　また、プログラムを供給するための記憶媒体としては、例えば、ＲＡＭ、ＮＶ－ＲＡＭ
、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、
ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶ
Ｄ＋ＲＷ）等の光ディスク、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、他のＲＯＭ等の上記
プログラムを記憶できるものであればよい。或いは、上記プログラムは、インターネット
、商用ネットワーク、若しくはローカルエリアネットワーク等に接続される不図示の他の
コンピュータやデータベース等からダウンロードすることによりコンピュータに供給され
てもよい。
【００７７】
　また、コンピュータが読み出したプログラムを実行することにより、上記本実施の形態
の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、ＣＰＵ上で稼動してい
るＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理に
よって上述した本実施の形態の機能が実現される場合も含まれる。
【００７８】
　更に、記憶媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張ボ
ードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、そ
のプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ等
が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって上述した本実施の形態の機能が実
現される場合も含まれる。
【００７９】
　上記プログラムの形態は、オブジェクトコード、インタプリタにより実行されるプログ
ラム、ＯＳに供給されるスクリプトデータ等の形態から成ってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の実施の形態に係る基板処理システムの構成を概略的に示す平面図である
。
【図２】図１の基板処理システムおけるロット内クリーニング機能及びＰＭ使用回数クリ
ーニング機能を説明するための図であり、図２（Ａ）はロット内クリーニング機能の一例
を示す図であり、図２（Ｂ）及び２（Ｃ）はそれぞれＰＭ使用回数クリーニング機能の一
例を示す図である。
【図３】図１の基板処理システムおけるロット安定ダミー処理機能を説明するための図で
あり、図３（Ａ）乃至３（Ｃ）はそれぞれロット安定ダミー処理機能の一例を示す図であ
る。
【図４】図１の基板処理システムおける枚数指定クリーニングカウンタ継承機能を説明す
るための図であり、図４（Ａ）乃至４（Ｃ）はそれぞれ枚数指定クリーニングカウンタ継
承機能の一例を示す図である。
【図５】図４の枚数指定クリーニングカウンタ継承機能における各ロットに対するチャン
バの洗浄処理の設定の一例を説明するための図である。
【図６】図４の枚数指定クリーニングカウンタ継承機能における各ロットに対するチャン
バの洗浄処理の設定の一例を説明するための図である。
【図７】本実施の形態に係る基板処理システムの洗浄方法としてのチャンバ洗浄処理を示
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すフローチャートである。
【符号の説明】
【００８１】
Ｗ　ウエハ
１０　基板処理システム
２１　チャンバ
２５　システムコントローラ
２７ａ～２７ｃ，２８ａ～２８ｃ，２９ａ，２９ｂ，３０ａ～３０ｃ，３１ａ～３１ｃ，
３２ａ～３２ｃ，３４ａ～３４ｃ　ロット
３３ａ～３３ｃ，３５ａ～３５ｃ　システムレシピ

【図１】 【図２】



(15) JP 5220447 B2 2013.6.26

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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